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補助金（助成金）とは？

• 公的機関（国：各省庁・都道府県・市町村）等が政策目標
達成のため、その目的にあった事業を、事業者に広くしっ
かりと取り組んでもらうために給付（交付）するお金で、審
査と検査がある。

• 補助金は、提出した書類に不備がないか、事業計画がそ
の目的や趣旨に合致した事業計画であるか、有効かつ適
切であるかなどの観点で審査され、得点の高い順に採択
される。

• 補助金は、採択後、交付決定を受けてから契約や物品の
購入ができ、交付決定前に買ったり支払ったりしたものは
補助対象外となる。

• 原則、後払い（検査後の精算払い）であり、自己資金やつ
なぎ融資が必要である。
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補助金の制約

• 採択率は、補助金の種類によって異なる。

• 補助事業は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律（補助金適正化法） 」に基づき実施される。補助

金の不正受給が行われた場合には、補助金交付決定の
取消・返還命令、不正の内容の公表等や、５年以下の懲
役もしくは１００万円以下の罰金に処せられることがある。

• 補助事業実施後、定められた期日までに実績報告書等の
提出がないと、補助金は受け取れない。

• 所定の取得財産等の目的外使用、譲渡、担保提供、廃
棄等の処分には制限がある。

• 補助事業関係書類は事業終了後５年間保存しなければ
ならず、制度によって毎年報告義務がある。
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補助金のメリット、デメリット

メリット デメリット

・認定支援機関等の支援が得ら
れる
・計画のつくり方が分かる

・自社を振り返り、何をするべきか
が明確になる
・返済不要の資金が得られる

・第三者の目を通すことで、計画
の評価が受けられる

・ＰＤＣＡを取り込むため、経営改
善の推進力となる

・省庁のＨＰや、事例集に掲載さ
れ、ＰＲになる

・補助金を受けることで信用力が
高まる

・手続きが煩雑で、仕事にならな
いこともある

・事業終了後も報告義務などがあ
る
・難易度に差がある

・実施時期、使える費用に制限が
ある
・審査に時間がかかる

・精算払いのため、資金を立て替
える必要がある

・補助金を得るために意に沿わな
い計画となる場合がある

・目的外使用や取得資産の処分
が制限される
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補助金・助成金情報の収集

ミラサポplus https://mirasapo-plus.go.jp/ Ｊ-ＮＥＴ２１

あいち産業振興機構

https://mirasapo-plus.go.jp/


5（「補助金早わかりガイド」より）

補助金の一般的なスキーム



6（「補助金早わかりガイド」より）



電子申請に向けたGビズIDの取得
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電子申請：ｊGrants
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小規模事業者持続化補助金
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令和元年度補正予算･令和３年度補正予算(令和４年から実施)

事業概要

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するため
に取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業
を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とする。本補助金
事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その
取組と併せて行う業務効率化（生産性向上）の取組を支援するため、それに要する経費
の一部を補助する。

種類
通常枠
（現行）

特別枠（新設）

賃金
引上げ枠

卒業枠
後継者
支援枠

創業枠
インボイス

枠

補助率 ２／３

２／３
（赤字事業者
については
３／４）

２／３

補助上限 ５０万円 ２００万円 １００万円

応募締切

第 ８ 回受付締切 令和４年６月３日（金）
第 ９ 回受付締切 令和４年９月20日（火）
第１０回受付締切 令和４年１２月上旬
第１１回受付締切 令和５年２月下旬
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申請類型と追加要件



補助対象となる経費
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加点一覧
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審査のポイント
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持続化補助金の書式

１．企業概要

２．顧客ニーズと市場の動向

３．自社や自社の提供する商品・サービスの強み

４．経営方針・目標と今後のプラン

単独申請の場合、<経営計画>及び<補助事業計画>(Ⅱ.経費明細表、Ⅲ.資金
調達方法を除く)は最大8枚程度までとしてください。
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１．補助事業で行う事業名 【必須記入】 （30 文字以内で記入すること）

２．販路開拓等 （生産性向上）の取組 内容 【必須記入】 （販路開拓等の取組内容を記入すること）

３．業務効率化（生産性向上）の取組内容 【任意記入】
＊公募要領P.33に該当する取組を行う場合は本欄に記入します。特になければ本欄は空欄のま
まご提出ください。

４．補助事業の効果 【必須記入】
＊販路開拓等の取組や業務効率化の取組を通じて、どのように生産性向上につながるのかを必
ず説明してください。

＜補助事業計画＞
Ⅰ．補助事業の内容
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令和元年度補正・令和三年度補正
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

• 中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直
面する制度変更（働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上
げ、インボイス導入等）等に対応するため、中小企業・小規模事
業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロ
セスの改善を行うための設備投資等を支援するものである。

• 業況の厳しい事業者や、デジタル・グリーン分野で生産性向上
に取り組む事業者に対して、通常枠とは別に、[回復型賃上げ・
雇用拡大枠] [デジタル枠] [グリーン枠]を新たに設け、補助率
や補助上限額の優遇により積極的に支援する。

• 令和４年度は、応募期間を約２か月、審査期間を約１か月とし
て、６月・９月・12月・３月の四半期ごとに採択発表を行う予定で
す。第9次：令和４年３月25日、第10次：令和４年７月15日に採
択を発表し、採択率は約60％であった。
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申請類型 概要 要件

一
般
型

通常枠

革新的な製品・サービス開発又は生産プロセ
ス・サービス提供方法の改善に必要な設備・
システム投資等を支援

従業員数５人以下 ：100万円～750万円
６人～20人：100万円～1,000万円
21人以上 ：100万円～1,250万円

補助率 １/２、
小規模企業者・小規模事業者、再生事業者２/３

回復型賃上げ・
雇用拡大枠

業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り
組む事業者が行う、革新的な製品・サービス
開発又は生産プロセス・サービス提供方法の
改善に必要な設備・システム投資等を支援

従業員数５人以下 ：100万円～750万円
６人～20人：100万円～1,000万円
21人以上 ：100万円～1,250万円

補助率 ２/３

デジタル枠

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）に資す
る革新的な製品・サービス開発又はデジタル
技術を活用した生産プロセス・サービス提供
方法の改善による生産性向上に必要な設備・
システム投資等を支援

従業員数５人以下 ：100万円～750万円
６人～20人：100万円～1,000万円
21人以上 ：100万円～1,250万円

補助率 ２/３

グリーン枠

温室効果ガスの排出削減に資する革新的な
製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴
う生産プロセス・サービス提供方法の改善によ
る生産性向上に必要な設備・システム投資等
を支援

従業員数５人以下 ：100万円～1,000万円
６人～20人：100万円～1,500万円
21人以上 ：100万円～2,000万円

補助率 ２/３

グローバル展開型

海外事業の拡大・強化等を目的とした「革新的
な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・
サービス提供方法の改善」に必要な設備・シ
ステム投資等を支援（①海外直接投資、②海
外市場開拓、③インバウンド市場開拓、④海
外事業者との共同事業のいずれかに合致す
るもの）

1,000万円～3,000万円
補助率 １/２、
小規模企業者・小規模事業者、再生事業者２/３



基本要件
以下の要件を全て満たす３～５年の事業計画を策定していること。
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5％以上増加。
（被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取
り組む場合は、年率平均１％以上増加）
・事業計画期間において、事業場内最低賃金（補助事業を実施する事業場内で最も
低い賃金）を地域別最低賃金＋30円以上の水準にする。
・事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均３％以上増加。

回復型賃上げ・雇用拡大枠については、基本要件に加えて、①前年度の事業年度
の課税所得がゼロであること、②常時使用する従業員がいること及び③補助事業を
完了した事業年度の翌年度の３月末時点において、その時点での給与支給総額、事
業場内最低賃金の増加目標を達成すること。
デジタル枠については、基本要件に加えて、以下の全ての要件に該当するものであ
ること。
（１）次の①又は②に該当する事業であること。
①ＤＸに資する革新的な製品・サービスの開発
②デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善

（２）経済産業省が公開するＤＸ推進指標を活用して、ＤＸ推進に向けた現状や課題に
対する認識を共有する等の自己診断を実施するとともに、自己診断結果を応募締切
日までに独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）に対して提出していること。
（３）独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する「SECURITY ACTION」の
「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を応募申請時点で行っていること。19



グリーン枠については、基本要件に加えて、以下の全ての要件に該当するものであ
ること。

（１）次の①又は②に該当する事業であること。

①温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発

②炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善

（２）３～５年の事業計画期間内に、事業場単位または会社全体での炭素生産性を年
率平均１％以上増加する事業であること。

（３）これまでに自社で実施してきた温室効果ガス排出削減の取組の有無（有る場合
はその具体的な取組内容）を示すこと。

グローバル展開型については、以下のいずれか一つの類型の各条件を満たす投資
であること。

①類型：海外直接投資

②類型：海外市場開拓

③類型：インバウンド市場開拓

④類型：海外事業者との共同事業

20



中小企業の特定ものづくり基盤技術

（一）デザイン開発に係る技術に関する事項

（二）情報処理に係る技術に関する事項

（三）精密加工に係る技術に関する事項

（四）製造環境に係る技術に関する事項

（五）接合・実装に係る技術に関する事項

（六）立体造形に係る技術に関する事項

（七）表面処理に係る技術に関する事項

（八）機械制御に係る技術に関する事項

（九）複合・新機能材料に係る技術に関する事項

（十）材料製造プロセスに係る技術に関する事項

（十一）バイオに係る技術に関する事項

（十二）測定計測に係る技術に関する事項
21



サービス業：生産性の向上の方向性
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• 【経済産業省「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイ
ドライン」における付加価値向上を実現する手法】

１．

付加価値
の向上

１）誰に
（１）新規顧客層への展開
（２）商圏の拡大

２）何を

（３）独自性・独創性の発揮
（４）ブランド力の強化
（５）顧客満足度の向上
（６）価値や品質の見える化

３）どのように
（７）機能分化・連携
（８）ＩＴ利活用（付加価値向上につながる利活用）

２．効率の向上
（９）サービス提供プロセスの改善
（１０）ＩＴ利活用（効率の向上につながる活用）

付加価値の向上、革新ビジネスの創出（売上向上）
生産性向上 ＝

効率の向上（時間や工程を短縮し、コスト削減）



【事業の目的】
●通常枠（A・B類型）
中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツー
ルを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アッ
プをサポートするものです。
自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要
に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の
向上・強化を図っていただくことを目的としています。

●セキュリティ対策推進枠
中小企業・小規模事業者等のみなさまがサイバーインシデントが原因で事業継
続が困難となる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約や価格
高騰を潜在的に引き起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減してい
ただく事を目的としています。

●デジタル化基盤導入枠（デジタル化基盤導入類型）
（令和３年度補正サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業）

中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決
済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた
企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。 23

ＩＴ導入補助金2022
令和元年度補正及び令和３年度補正予算
サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業



24

補助金の交付申請を行う準備として、「IT導入支援事業者・ITツール検索」を活用し、まず
は自社の業種や事業規模、経営課題に沿って、IT導入支援事業者と導入したいITツール
を選定します。

補助対象経費は、ＩＴ導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたＩＴツール
の導入費用とする。補助事業者は、登録されたＩＴ導入支援事業者への相談を行い、自社
の生産性向上に寄与する適切なＩＴツールを選択し、申請すること。
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(※1)消費動向等分析経費のクラウド利用料は、１年分が補助対象となります
(※2)交付の額が50万円超の場合の補助率は、当該交付の額のうち50万円以下の金額については3/4、50万円超の金
額については2/3
(※3)（独）情報処理推進機構（IPA）「ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨお助け隊ｻｰﾋﾞｽﾘｽﾄ」に掲載されたサービス

新たにスタートする「デジタル化基盤導入類型」では、インボイス制度（2023年10月開始）への対応も見
据え企業間取引のデジタル化を強力に推進します。また、新たに「セキュリティ対策推進枠」を新設しま
す。



補助対象となるＩＴツールの分類
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必要となるＩＴツールの要件

種別 Ｐコード プロセス名

業
務
プ
ロ
セ
ス

共通プ
ロセス

共Ｐ-01 顧客対応・販売支援

共Ｐ-02 決済・債権債務・資金回収管理

共Ｐ-03 調達・供給・在庫・物流

共Ｐ-04 会計・財務・経営

共Ｐ-05 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情報システム

業種特
化型プ
ロセス

各業種
Ｐ-06

業種固有プロセス

汎用プロセス 汎Ｐ-0７
汎用・自動化・分析ツール （業種・業務が限定されないが

生産性向上への寄与が認められる業務プロセスに付随しな
い専用のソフトウェア）
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●ＩＴ導入支援事業者により事務局に対して事前に登録されたＩＴツールの中から導入するＩＴツールを選択する。
●大分類Ⅰ「ソフトウェア」のカテゴリー１に設定されたプロセス「共P-01～各業種P-06」を必ず１種類以上含んで
いる必要がある。
●A類型ではプロセス数１以上、B類型ではプロセス数４以上選択すること。
●給与支給総額増加目標や事業場内最低賃金増加目標が未達の場合、補助金全額返還もあり得る。
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準備する

• 国の補助金は予算が決定された後に公募されるため、
募集開始は４月～６月が多い。

• 自社（店）の中期経営計画を立案し、やりたいことや目
的を明確にする。

• 目的に合った補助金を探し、公募要領を入手し、内容
を読みこみ、わからない点は商工会又は提出先に問
い合わせる。

• GビズIDを取得する。

• 商工会に支援を求め、補助事業計画を作成する。

• 申請に必要な書類を揃える。

• 資金が不足する場合、資金調達手段を検討する。
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①公募要領を入手し、よく読み、審査基準として挙げられた
項目を漏れなく書く。

書式に、最初に審査基準等に基づいた小見出しを付け、漏
れなく、ダブりなく、論理的に飛躍することなく書く。

②審査員は、あなたの会社（お店）を知らないことを前提に、
中学生にもわかるように丁寧に書く。

文章だけではわかりにくいので、写真や図表で説明、専門
用語には解説を付ける。

③自分の都合ではなく、対象とする顧客（市場）のニーズ
（立場）に基づいた視点で書く。

まず、自社の内容、置かれた状況、顧客ニーズを踏まえ、
経営課題を明らかにし、その経営課題や経営課題を達成する
ために必要なプロセス上の課題を解決する方法を補助事業と
する。
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